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高
付
加
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経
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録
規
程 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
及
び
準
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
の
登
録
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
旅
館
業
等
の
経
営
の
改
善
を
図
り
、
も
っ
て
そ
の
生
産
性
及
び
収
益
性
の
向
上
並
び
に
旅
館

業
等
を
営
む
者
の
従
業
員
の
待
遇
の
改
善
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
旅
館
」
と
は
、
旅
行
者
そ
の
他
の
者
の
宿
泊
に
適
す
る
よ
う
に
造
ら
れ
た
施
設
で
あ

っ
て
和
式
の
構
造
及
び
設
備
を
主
と
す
る
も
の
を
い
う
。 

２ 

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
旅
館
業
」
と
は
、
旅
館
に
よ
り
旅
行
者
そ
の
他
の
者
を
宿
泊
さ
せ
る
営
業
を
い
う
。 

３ 

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
ホ
テ
ル
」
と
は
、
旅
行
者
そ
の
他
の
者
の
宿
泊
に
適
す
る
よ
う
に
造
ら
れ
た
施
設
で
あ
っ

て
旅
館
以
外
の
も
の
を
い
う
。 

４ 

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
ホ
テ
ル
業
」
と
は
、
ホ
テ
ル
に
よ
り
旅
行
者
そ
の
他
の
者
を
宿
泊
さ
せ
る
営
業
を
い
う
。 



５ 

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
旅
館
等
」
と
は
、
旅
館
又
は
ホ
テ
ル
を
い
う
。 

６ 
こ
の
規
程
に
お
い
て
「
旅
館
業
等
」
と
は
、
旅
館
業
又
は
ホ
テ
ル
業
を
い
う
。 

７ 

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
」
と
は
、
そ
の
宿
泊
客
の
滞
在
価
値
の
向
上
に
よ
る
消
費
額
の

増
加
及
び
再
訪
の
促
進
を
図
る
た
め
、
経
営
指
標
等
及
び
情
報
通
信
技
術
の
活
用
、
適
切
な
労
働
環
境
の
整
備
そ
の

他
の
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
旅
館
業
等
の
生
産
性
及
び
収
益
性
の
向
上
並
び
に
旅
館
業
等
を
営
む
者
の
従
業
員

の
待
遇
の
改
善
に
向
け
た
経
営
を
行
う
も
の
と
し
て
次
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
旅
館
等
を
い
う
。 

８ 

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
準
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
」
と
は
、
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
に
準
じ
る
も
の
と
し
て

第
十
七
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
旅
館
等
を
い
う
。 

（
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
の
登
録
） 

第
三
条 

旅
館
業
等
を
営
む
者
は
、
そ
の
営
む
旅
館
業
等
に
係
る
旅
館
等
ご
と
に
、
観
光
庁
に
備
え
る
高
付
加
価
値
経

営
旅
館
等
登
録
簿
に
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
登
録
は
、
五
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

３ 

前
項
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に

お
い
て
「
登
録
の
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）
の
満
了
の
日
ま
で
に
そ
の
申
請
に
対
す
る
登
録
の
実
施
又
は
登
録
を
し

な
い
こ
と
の
決
定
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
従
前
の
登
録
は
、
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
後
も
そ
の
登
録
の
実
施
又
は

登
録
を
し
な
い
こ
と
の
決
定
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 



４ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
の
更
新
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
の
有
効
期
間
は
、
従
前
の
登
録
の
有
効
期

間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
登
録
の
申
請
） 

第
四
条 

前
条
第
一
項
の
登
録
（
同
条
第
二
項
の
登
録
の
更
新
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

観
光
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
書
類
を
観
光
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
登
録
の
要
件
） 

第
五
条 

第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
に
よ
る
旅
館
業
等
（
以
下
「

高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
観
光
庁
長
官
が
別
に
定
め

る
要
件
を
満
た
す
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
登
録
の
実
施
） 

第
六
条 

観
光
庁
長
官
は
、
第
四
条
の
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
し
な
い

場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
登
録
簿
に
記
載
し
て
、
そ
の
登
録
を
す
る
も
の

と
す
る
。 

一 

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号 

二 

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

三 

登
録
を
受
け
た
旅
館
等
の
名
称
及
び
所
在
地 



２ 

観
光
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。 

（
登
録
を
し
な
い
場
合
） 

第
七
条 

観
光
庁
長
官
は
、
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
、
又
は
第
四
条
の
書
類
の
う
ち
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重
要
な
事
実
の
記
載

が
欠
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
。 

一 

第
十
四
条
第
四
号
又
は
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
抹
消
さ
れ
、
そ
の
抹
消
の
日
か
ら
五

年
を
経
過
し
な
い
者 

二 

高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
に
関
し
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
明
ら
か
な
者 

三 

法
人
で
そ
の
役
員
又
は
使
用
人
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の 

２ 

観
光
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
し
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
、
そ
の
旨
を

申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
変
更
の
届
出
） 

第
八
条 

高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営
む
者
は
、
第
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
観
光
庁
長
官
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

観
光
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
届
出
が
あ
っ
た
事
項
を
高
付
加
価
値
経
営
旅



館
等
登
録
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
登
録
簿
の
閲
覧
） 

第
九
条 
観
光
庁
長
官
は
、
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
登
録
簿
を
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
廃
業
等
の
届
出
） 

第
十
条 

高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営
む
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、
そ
の
日
（
第
一
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
を
知
っ
た
日
）
か
ら
三
十
日
以
内

に
、
そ
の
旨
を
観
光
庁
長
官
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

一 

高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営
む
者
で
あ
る
個
人
が
死
亡
し
た
場
合 

相
続
人 

二 

高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営
む
者
で
あ
る
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合 

そ
の
法
人
を
代
表
す
る

役
員
で
あ
っ
た
者 

三 

破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
場
合 

破
産
管
財
人 

四 

高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営
む
者
で
あ
る
法
人
が
合
併
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
理
由
に
よ
り

解
散
し
た
場
合 

そ
の
清
算
人 

（
名
称
の
使
用
） 

第
十
一
条 

高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営
む
者
は
、
そ
の
営
む
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
に
係
る
旅
館
等
に
つ

い
て
、
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
と
い
う
名
称
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 



（
財
務
諸
表
等
の
提
出
） 

第
十
二
条 

高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営
む
者
は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
営
業
に
関
す
る
書
類
を
観
光
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
指
導
等
） 

第
十
三
条 

観
光
庁
長
官
は
、
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営
む
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

、
当
該
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
指
導
、
助
言
及
び
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

一 

こ
の
規
程
に
違
反
し
た
と
き
。 

二 

業
務
に
関
し
公
正
を
害
す
る
行
為
を
し
た
と
き
、
又
は
公
正
を
害
す
る
お
そ
れ
が
大
で
あ
る
と
き
。 

三 

業
務
に
関
し
他
の
法
令
に
違
反
し
、
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営
む
者
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
。 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
業
務
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
。 

２ 

観
光
庁
長
官
は
、
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
高 

付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営
む
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

観
光
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
、
助
言
又
は
勧
告
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 



（
登
録
の
抹
消
等
） 

第
十
四
条 

観
光
庁
長
官
は
、
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営
む
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

、
当
該
者
の
営
む
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
に
係
る
旅
館
等
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
抹
消
す
る
も

の
と
す
る
。 

一 

登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
の
際
、
登
録
の
更
新
の
申
請
が
な
か
っ
た
と
き
。 

二 

第
五
条
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。 

三 

第
七
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。 

四 

正
当
な
理
由
が
な
く
て
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
怠
っ
た
と

き
。 

五 

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

六 

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
く
て
同
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
判
明
し
た
と
き
。 

七 

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
書
類
に
記
載
す
べ
き
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
と
き
。 

八 

不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

九 

前
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
情
状
が
特
に
重
い
と
き
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な

か
っ
た
と
き
。 



十 

高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営
む
者
か
ら
、
登
録
の
抹
消
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
を

相
当
と
認
め
る
と
き
。 

２ 

第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
抹
消
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
所
在
不
明
者
の
営
む
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
に
係
る
旅
館
等
の
登
録
の
抹
消
） 

第
十
五
条 

観
光
庁
長
官
は
、
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営
む
者
の
所
在
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
役
員
の
所
在
）
を
確
知
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
実
を
公
表
し
、
そ
の
公
表
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過

し
て
も
当
該
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
当
該
者
の
営
む
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
に
係
る
旅
館
等
に
つ
い
て

、
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
抹
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
登
録
の
抹
消
の
公
表
） 

第
十
六
条 

観
光
庁
長
官
は
、
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営
む
者
が
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
又
は
第

七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
者
の
営
む
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
に
係

る
旅
館
等
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
抹
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
準
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
の
登
録
） 

第
十
七
条 

旅
館
業
等
を
営
む
者
は
、
そ
の
営
む
旅
館
業
等
に
係
る
旅
館
等
ご
と
に
、
観
光
庁
に
備
え
る
準
高
付
加
価

値
経
営
旅
館
等
登
録
簿
に
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
は
前
項
の
準
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等



の
登
録
に
つ
い
て
、
第
八
条
及
び
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
準
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
に
よ
る
旅
館

業
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
準
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
」
と
い
う
。
）
を
営
む
者
に
つ
い
て
、
第
九
条
の

規
定
は
準
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
登
録
簿
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
の
規
定
は
準
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
を
営

む
者
に
対
す
る
指
導
等
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
準
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
の
登
録
の
抹

消
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十

五
条
及
び
前
条
中
「
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
」
と
あ
る
の
は
「
準
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
業
等
」
と
、
第
六
条

第
一
項
及
び
第
八
条
第
二
項
中
「
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
登
録
簿
」
と
あ
る
の
は
「
準
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等

登
録
簿
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
権
限
の
委
任
） 

第
十
八
条 

こ
の
規
程
に
規
定
す
る
観
光
庁
長
官
の
権
限
は
、
高
付
加
価
値
経
営
旅
館
等
若
し
く
は
準
高
付
加
価
値
経

営
旅
館
等
又
は
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
旅
館
等
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


